
 

 

 

公 示 第 ４ 号 

令和８年２月１９日 

 

分任支出負担行為担当官    

                                            防衛装備庁岐阜試験場     

                                            副 場 長  橋本 慎一    

        

令和８年度「ＡＳＭ－３（改）の性能確認試験（発射試験）に関する技術支 

援（飛しょう体）」の契約希望者募集要領 

 

ＡＳＭ－３（改）の性能確認試験（発射試験）に関する技術支援（飛しょう体）の契

約を希望する者は、下記に基づき応募して下さい。 

     

記 

 

１ 調達品等の概要等 

ＡＳＭ－３（改）の性能確認試験（発射試験）に関する技術支援（飛しょう体） 

  詳細は別紙のとおり。 

 

２ 募集に応募できる者の資格 

  応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規 

 定に該当しない者であること。 

② 令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」 

 のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級のいずれかに格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資 

格を有する者であること。 

  ③ 飛行試験データを取得するための計測装置に関する知識及び技術を有してい

ること。 

  ④ ＡＳＭ－３（改）の信頼性、整備及び安全性の評価に関する知識を有している 



 

 

こと。 

  ⑤ ＡＳＭ－３（改）（その３）（１）の試作のうちの飛しょう体に係る知識及び技

術を有していること。 

  ⑥ 誘導弾の信頼性、整備及び安全性の評価に関する知識を有していること。 

  ⑦ 本案件を履行可能な体制を確保することができること。 

  ⑧ 下請業者へ一部業務委託する場合は、委託させる業務の内容に応じて、③号か 

ら⑦号を満たしていること。 

⑨ 防衛装備庁が定める技術支援契約条項を適用して契約を締結することが可能 

な者であること。 

⑩ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計 

 官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の 

措置を受けている期間中の者（以下「指名停止期間中の者」という。）でないこ 

と。 

⑪ 前号により、現に指名停止期間中の者と資本関係又は人的関係のある者であっ 

て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約 

を行おうとする者でないこと。 

⑫ 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態 

 が継続している有資格業者でないこと。 

 

３ 応募方法 

① 応募する者は、別記様式の「契約希望申請書」（以下「申請書」という。）及 

 び次の項目を証明する具体的資料（以下「関係資料」という。）を提出しなけれ 

ばならない。ただし、関係書類の提出に関しては、過去１年以内に、別の募集要 

領において既に防衛省側提出している場合は、申請書に当該募集要領の公示番号 

と日付とともに提出済である旨を記載することにより省略することができる。 

ア 競争参加資格に係る資格審査決定内容 

イ 前項③号から⑥号に示す技術的要件等を満たしていることを証明する資料 

ウ 前項⑦号に示す体制等を証明する資料（組織図、品質管理体制等） 

エ 前項⑧号を満たしていることを証明する資料及び下請（予定）企業一覧表 

② 申請書及び関係資料（以下「提出資料」という。）は提出期限までに提出先に 



 

 

 １部を持参、メール又は郵送（必着又は消印有効）するものとする。 

③ 提出期限 令和８年３月５日（木） 

④ 提出時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１ 

      時までの時間を除く。 

⑤ 提出先 岐阜県各務原市那加官有地無番地（〒５０４－００００） 

防衛装備庁岐阜試験場業務班 

０５８－３８２－１１０１（内線５５１２又は５５１３） 

        

４ 調達概要の交付時期、交付場所及び交付方法 

① 交付期限 前項③号に同じ。 

② 交付時間 前項④号に同じ。 

③ 交付場所 前項⑤号に同じ。 

④ 交付方法 手渡し、ＦＡＸ及びメールによる。 

     

５ 提出資料の審査等 

① 提出資料の提出者は、防衛装備庁の担当者から提出資料について説明を求めら 

 れた場合には、説明しなければならない。また、追加資料等の提出を求められた 

場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなければならな 

い。 

② 提出資料の提出者は、防衛装備庁の担当者から３項①号に係る調査を実施する 

ための協力依頼があった場合には、正当な理由がある場合を除き、当該工場等（下 

請負者の工場等を含む。）への立入りを含む調査に協力しなければならない。 

③ 提出資料により、契約の円滑な履行能力を有する者を選定する。 

④ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請負わせる者と、指名停止期 

間中の者にこの契約の全部又は一部を請負わせない者とが募集した場合は、指名 

停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請負わせる者は選定しない。 

 

６ 審査結果の通知等 

  審査の結果、契約の円滑な履行能力があるとされた者については、指名候補者名簿 

に登録するとともに、その旨を通知し、その他の者については非登録通知を行う。 



 

 

７ 指名候補者名簿に登録されなかった者に対する理由の説明 

① 指名候補者名簿に登録されなかった者は、契約担当官等に対して登録されなか 

 った理由（以下「非登録理由等」という。）について、非登録通知をした日の翌 

日から起算して、５日（休日を含まない。）以内に書面をもって説明を求めるこ 

とができる。  

ア 提出時間 ３項④号に同じ。 

イ 提出場所 ３項⑤号に同じ。 

ウ その他 書面は、持参、メール又は郵送（必着又は消印有効）するものとす 

る。 

② 契約担当官等は、非登録理由等について説明を求められたときは、前号の最終 

 日の翌日から起算して、５日（休日を含まない。）以内に説明を求めた者に対し 

書面により回答する。 

     

８ 提出資料の提出に当たっての留意事項 

① 応募に当たっての官給品及び貸付品の貸与は行わない。 

② 提出資料に虚偽の記載をした者は、当該品目の指名候補者名簿へ登録しない。 

 また、防衛装備庁における他の調達品に係る競争契約又は随意契約の相手方とし 

ない場合がある。 

③ ５項①号又は同項②号について、正当な理由無く応じなかった者は、当該品目 

 の指名候補者名簿へ登録しない。 

④ 提出資料の作成、提出、説明及び５項②号の調査への協力に要する費用は、応 

募者の負担とする。 

⑤ 提出資料は返却されない。ただし、提出資料は、応募者の許可無く他の目的に 

 使用しない。 

⑥ 提出期限を過ぎてからの提出資料の差替え、再提出は認めない。ただし、審査 

 の必要性から追加資料を求める場合は、この限りではない。 

⑦ 提出資料に自社以外のものがある場合は、事前に著作物等の利用による問題 

は、応募者の責任において処理しておくとともに、出所元及び出典名を明らかに 

すること。 

 



 

 

９ 応募者の義務 

① 指名候補者名簿へ登録された者（以下「指名名簿登録者」という。）には、品 

目毎に調達要求があり、指名名簿登録者が一者の場合には随意契約の通知が行わ 

れ、複数者の場合には指名競争入札の通知が行われる。 

なお、指名候補者名簿へ登録されているとしても、著しい経営状況の悪化等に 

   より随意契約の相手方として適当と認められなくなった者、指名競争に参加させ 

ることが適当と認められなくなった者及び２項⑩号の措置を受けることになっ 

た者は、随意契約又は指名競争入札の通知を行わない。 

② 指名名簿登録者で指名競争入札の通知を受けた場合には、防衛装備庁の入札及 

 び契約心得（地方調達）（公示第２２号。平成３１年４月１日）を熟知の上、応 

募条件に著しい変更があった場合を除き入札に参加しなければならない。 

③ 指名名簿登録者で、契約することを希望しなくなった場合には、速やかに指名 

候補者名簿からの抹消請求を行わなければならない。 

④ 応募者は、官が交付した調達概要の内容で一般に公開されていない情報につい 

て、第３者に開示・漏洩してはならない。 

 

１０  その他 

① 本件については調達予定であり、今後必ず調達があることを保証するものでは 

 なく、また内容を変更する場合がある。 

② 原則、現に指名停止期間中の者の下請負については認めないものとする。ただ 

し、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官 

が認めた場合には、この限りではない。 

③ 指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請負わせないとして募集し 

た者が、契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請負わせ 

ることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。 

④ 契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、防衛装備庁の入札及び 

契約心得（地方調達）（公示第２２号。平成３１年４月１日）に定める下請負承 

認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付 

すものとする。 

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価 



 

 

   等が確認できる書類を提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

 

調達概要について 

 

調達件名 

ＡＳＭ－３（改）の性能確認試験（発射試験）に関する技術支援（飛しょう体） 
 
調達概要 

  仕様書のとおり 
 

予定納期 
令和８年８月３１日 

 
予定納地 
防衛装備庁岐阜試験場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別記様式） 

契 約 希 望 申 請 書 

 

                         令和  年  月  日    

分任支出負担行為担当官 

    防衛装備庁岐阜試験場 

  副 場 長  橋本 慎一 殿 

 

住  所 

会 社 名 

代表者名 

担当者名    

連 絡 先    

 

 当社は、公示第４号（令和８年２月１９日）に基づく、 

   

調達件名：ＡＳＭ－３（改）の性能確認試験（発射試験）に関する技術支援（飛

しょう体） 

 

  について、受注態勢が整っておりますので、同公示の記載内容を承諾の上、契約相手

方に指名されることを希望します。 

 なお、別添のとおり関係資料を添付します。 

 

 

 

 

添付書類：１ 資格審査結果通知書（写し） 

２ 技術的要件等を満たしていることを証明する資料 

３ 体制等を証明する資料 

４ 下請（予定）企業一覧表（上記２項及び３項を満たしていること。） 


